
医療提供体制確保事業補助金

・市内で診療所の開設・承継等を行う者

・診療所を継続して10年以上開業又は承継する見込みがある者

・一般社団法人南高医師会に加入する者

・休日当番医制、市立学校等の校医等の市が実施する事業へ

協力する意思のある者

・医療提供体制確保事業計画認定済証の交付を受けた者

・市補助金等交付規則及び市医療提供体制確保事業補助金交付要綱の

規定を遵守する者

〇市内外の病院、診療所で勤務又は開業をしていた医師等が市内に診療所

開設する場合

〇医師等が、市内の病院又は診療所を継続させるために承継し、建物を取得

もしくは改修し、又は医療機器等を新たに更新（購入）する場合

〇市内に病院又は診療所を開業している医師等が新たに在宅医療を行う場合

補助金交付対象者（第3条）

補助金交付要件（第4条）


